
東海第二発電所 新規制基準への適合性確認状況 

（１）敷地及び敷地周辺における地形と施設の配置 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題

 

第５条（津波による損傷の防止） 

第五条 設計基準対象施設は、その供用中に当該設計

基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津

波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能

が損なわれるおそれがないものでなければならな

い。 

 

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもの

でなければならない」を満たすために、基準津波に対

する設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方

針によること。 

一 Ｓクラスに属する施設（津波防護施設、浸水防止

設備及び津波監視設備を除く。下記第三号において

同じ。）の設置された敷地において、基準津波によ

る遡上波を地上部から到達又は流入させないこと。

また、取水路及び排水路等の経路から流入させない

こと。そのため、以下の方針によること。 

① Ｓクラスに属する設備（浸水防止設備及び津波

監視設備を除く。以下下記第三号までにおいて同

じ。）を内包する建屋及びＳクラスに属する設備

（屋外に設置するものに限る。）は、基準津波に

よる遡上波が到達しない十分高い場所に設置する

こと。なお、基準津波による遡上波が到達する高

さにある場合には、防潮堤等の津波防護施設及び

浸水防止設備を設置すること。 

②～③（省略） 

二～七（省略） 

 

 

【確認内容】 

 

3. 基本事項 

3.1 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等敷地及

び敷地周辺の図面等に基づき、以下を把握する。 

(1)敷地及び敷地周辺の地形、標高、河川の存在 

(2)敷地における施設（以下、例示）の位置、形状等 

①耐震Ｓクラスの設備を内包する建屋 

②耐震Ｓクラスの屋外設備 

③津波防護施設（防潮堤、防潮壁等） 

④浸水防止設備（水密扉等）※ 

⑤津波監視設備（潮位計、取水ピット水位計等）※ 

※ 基本設計段階で位置が特定されているもの 

⑥敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・構築物等

（一般建物、鉄塔、タンク等） 

(3)敷地周辺の人口構造物（以下は例示である。）の位

置、形状等 

①港湾施設（サイト内及びサイト外） 

②河川堤防、海岸線の防波堤、防潮堤等 

③海上設置物（係留された船舶等） 

④遡上域の建物・構築物等（一般建物、鉄塔、タン 

ク等） 

⑤敷地前面海域における通過船舶 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐津波設計の前提条件の必要な事項として，敷地及び敷地周辺の地形，施設の配置等につい

て，図面等を用いて網羅的に示している。 

 

具体的には，敷地及び敷地周辺の地形，施設の配置等について，以下のとおりとしている。

 

 ① 敷地は，東京の北方約 130 ㎞、水戸市の北東約 15 ㎞の地点に位置し，敷地の東側は

太平洋に面している。 

 ② 敷地前面の東側には，津波の侵入に対して障壁となるような斜面等はなく，海岸線の

方向において広がりを有している。 

③ 敷地の標高は，海岸線に面する東側から，主に EL.＋3m，EL.＋8m，EL.＋11m，EL.＋

23m，EL.＋25m の高さに分かれている。 

④ 防護対象とする施設を内包する建屋及び区画として，原子炉建屋及び使用済燃料乾式

貯蔵建屋が EL.＋8m，緊急時対策所が EL.＋23m に位置する。屋外の防護対象とする

施設である非常用海水ポンプが EL.＋3m，排気筒が EL.＋8m，軽油貯蔵タンク（地下

式）が EL.＋11m に位置する。 

⑤ 津波防護施設として，敷地を取り囲む形で防潮堤（防潮扉含む。），放水路に放水路ゲ

ート，海と連接する構内排水路に逆流防止設備，非常用海水ポンプの取水性を保持す

るため取水口前面の海中に貯留堰を設置する。 

⑥ 浸水防止として，取水路，放水路，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットの

開口部に浸水防止蓋，海水ポンプグランドドレン排出口，取水ピット空気抜き配管，

緊急用海水ポンプグランドドレン排出口及び同床ドレン排出口に逆止弁を設置する。

その他、貫通部に対して止水処置を実施する。 

⑦ 津波監視設備として，原子炉建屋屋上の EL.＋64m に津波監視カメラ，EL＋3m の取水

ピットに取水ピット水位計，取水路に潮位計を設置する。 

⑧ 港湾施設として，敷地内に防波堤及び物揚岸壁，敷地外には茨城港日立港区，茨城港

常陸那珂港区があり，それぞれの港区には防波堤がある。 

⑨ 茨城港日立港区には久慈漁港があり，漁船が係留されているが，浮き筏，定置網等は

設置されていない。 

⑩ 敷地内を流れる河川はないが，敷地近傍に久慈川がある。久慈川においては，河川堤

防の整備が進められている。 

⑪ 敷地の南側には，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が隣接する。茨城港日立

港区には日立ＬＮＧ基地，モータプール，工場等，茨城県常陸那珂港区には常陸那珂

火力発電所，工場等がある。その他，敷地周辺には民家，倉庫，防砂林等がある。 

⑫ 海上交通としては，敷地の沖合 15 ㎞以遠に常陸那珂港及び大洗港と苫小牧を結ぶ定

期航路がある。 
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（２）基準津波による敷地周辺の遡上域及び浸水域 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一 Ｓクラスに属する施設（津波防護施設、浸水防止設

備及び津波監視設備を除く。下記第三号において同

じ。）の設置された敷地において、基準津波による

遡上波を地上部から到達又は流入させないこと。ま

た、取水路及び排水路等の経路から流入させないこ

と。そのため、以下の方針によること。 

①（省略） 

②上記①の遡上波の到達防止に当たっては、敷地及

び敷地周辺の地形及びその標高、河川等の存在並

びに地震による広域的な隆起・沈降を考慮して、

遡上波の回込みを含め敷地への遡上の可能性を検

討すること。また、地震による変状又は繰り返し

襲来する津波による洗掘・堆積により地形又は河

川流路の変化等が考えられる場合は、敷地への遡

上経路に及ぼす影響を検討すること。 

③（省略） 

二～七（省略） 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

3.2 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 

3.2.1 敷地周辺の遡上・浸水域の評価 

遡上・浸水域の評価に当たっては、次に示す事項を

考慮した遡上解析を実施して、遡上波の回り込みを含

め敷地への遡上の可能性を検討すること。 

・敷地及び敷地周辺の地形とその標高 

・敷地沿岸域の海底地形 

・津波の敷地への侵入角度 

・敷地及び敷地周辺の河川、水路の存在 

・陸上の遡上・伝播の効果 

・伝播経路上の人工構造物 

 

 

 

 

 

 

【津波ガイド：確認内容】 

3.2 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 

3.2.1 敷地周辺の遡上・浸水域の評価 

(1)上記の考慮事項に関して、遡上解析（砂移動の評価を

含む）の手法、データ及び条件を確認する。確認のポ

イントは以下のとおり。 

①敷地及び敷地周辺の地形とその標高について、遡

上解析上、影響を及ぼすものが考慮されている

か。遡上域のメッシュサイズを踏まえ適切な形状

にモデル化されているか。 

②敷地沿岸域の海底地形の根拠が明示され、その根

拠が信頼性を有するものか。 

③敷地及び敷地周辺に河川、水路が存在する場合に

は、当該河川、水路による遡上を考慮する上で、

遡上域のメッシュサイズが十分か、また、適切な

形状にモデル化されているか。 

④陸上の遡上・伝播の効果について、遡上、伝播経

路の状態に応じた解析モデル、解析条件が適切に

設定されているか。 

⑤伝播経路上の人工構造物について、遡上解析上、

影響を及ぼすものが考慮されているか。遡上域の

メッシュサイズを踏まえ適切な形状にモデル化さ

れているか。 

(2)敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっての考慮事項

に対する確認のポイントは以下のとおり。 

①敷地前面・側面及び敷地周辺の津波の侵入角度及

び速度、並びにそれらの経時変化が把握されてい

るか。また、敷地周辺の浸水域の寄せ波・引き波

の津波の遡上・流下方向及びそれらの速度につい

て留意されているか。 

②敷地前面又は津波浸入方向に正対した面における

敷地及び津波防護施設について、その標高の分布

と施設前面の津波の遡上高さの分布を比較し、遡

上波が敷地に地上部から到達・流入する可能性が

考えられるか。 

③敷地及び敷地周辺の地形、標高の局所的な変化、

並びに河川、水路等が津波の遡上・流下方向に影

響を与え、遡上波の敷地への回り込みの可能性が

考えられるか。 

 

遡上解析については，公的機関による信頼性の高いデータや最新技術に基づいたデータを

用いてモデルを作成するとともに，地震による影響を適切に考慮した上で実施し，敷地へ

の遡上可能性を検討している。 

 

具体的には，以下のとおり遡上解析を実施している。 

 

 ① モデル 

  a.敷地及び敷地周辺の地形とその標高について，解析上影響を及ぼす道路，取水路，

放水路等を考慮してモデル化している。 

  b.津波の伝播経路上の人工構造物については，図面を基に解析上影響を及ぼす構造物

（津波防護施設を含む。）の設置状況を考慮してモデル化している。 

  c.敷地沿岸海域及び海底地形については，（財）日本水路協会海岸情報研究センターの

海底地形デジタルデータ，最新のマルチビーム測深で得られた高精度・高密度のデ

ータを用いている。 

 ②考慮事項 

  a.敷地前面，側面及びその周辺における津波の侵入角度及び速度，並びにそれらの経

時変化を把握している。 

  b.敷地の地形，標高の局所的な変化等による遡上波の敷地への回り込みを考慮してい

る。 

  c.地震による地形変化を考慮している。 

  d.敷地の北側に位置する久慈川は，敷地から約2㎞離れた位置にあり，敷地への遡上波

に影響がないことを確認している。 

  e.敷地の周辺斜面が遡上波の敷地への到達に対して障壁となっている箇所はない。 

  g.遡上可能性を検討するに当たって，初期水位は朔望平均満潮位とし，潮位のばらつ

きについては，遡上解析から算定した津波水位に加えることで考慮している。 
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設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

3.2.2 地震・津波による地形等の変化に係る評価 

次に示す可能性が考えられる場合は、敷地への遡上

経路に及ぼす影響を検討すること。 

・地震に起因する変状による地形、河川流路の変化 

・繰り返し襲来する津波による洗掘・堆積により地形、河

川流路の変化 

 

【津波ガイド：確認内容】 

3.2.2 地震・津波による地形等の変化に係る評価 

(1)(3.2.1)の遡上解析結果を踏まえ、遡上及び流下経路上の

地盤並びにその周辺の地盤について、地震による液状

化、流動化又はすべり、もしくは津波による地形変化、

標高変化が考えられる場合は、遡上波の敷地への到達

（回り込みによるものを含む）の可能性について確認す

る。なお、敷地の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に

対して障壁となっている場合は、当該斜面の地震時及び

津波時の健全性について、重要施設の周辺斜面と同等の

信頼性を有する評価を実施する等、特段の留意が必要で

ある。 

(2)敷地周辺の遡上経路上に河川、水路が存在し、地震によ

る河川、水路の堤防等の崩壊、周辺斜面の崩落に起因し

て流路の変化が考えられる場合は、遡上波の敷地への到

達の可能性について確認する。 

(3)遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当たって

は、地形変化、標高変化、河川流路の変化について、基

準地震動Ｓsによる被害想定を基に遡上解析の初期条件

として設定していることを確認する。 

(4)地震による地盤変状、斜面崩落等の評価については、適

用する手法、データ及び条件並びに評価結果を確認す

る。 

 

 

 

敷地に液状化検討対象層があるため，地震時の沈下量を保守的に評価し，遡上波の敷地への

到達の可能性を検討する初期条件に設定した上で，敷地への回り込みがないことを確認して

いる。 
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（３）入力津波の設定 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一～四（省略） 

五 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津

波（施設の津波に対する設計を行うために、津波の

伝播特性及び浸水経路等を考慮して、それぞれの施

設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対

して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できるこ

と。また、津波監視設備については、入力津波に対

して津波監視機能が保持できること。そのため、以

下の方針によること。 

①（省略） 

②入力津波については、基準津波の波源からの数値

計算により、各施設・設備等の設置位置において

算定される時刻歴波形とすること。数値計算に当

たっては、敷地形状、敷地沿岸域の海底地形、津

波の敷地への侵入角度、河川の有無、陸上の遡

上・伝播の効果及び伝播経路上の人工構造物等を

考慮すること。また、津波による港湾内の局所的

な海面の固有振動の励起を適切に評価し考慮する

こと。 

③～⑧（省略） 

六～七（省略） 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

3.3 入力津波の設定 

基準津波は、波源域から沿岸域までの海底地形等を考

慮した、津波伝播及び遡上解析により時刻歴波形として

設定していること。 

入力津波は、基準津波の波源から各施設・設備等の設

置位置において算定される時刻歴波形として設定してい

ること。 

基準津波及び入力津波の設定に当たっては、津波によ

る港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適切に評価

し考慮すること。 

 

 

【津波ガイド：確認内容】 

3.3 入力津波の設定 

(1)入力津波は、海水面の基準レベルからの水位変動量を表

示していること。なお、潮位変動等については、入力津

波を設計又は評価に用いる場合に考慮するものとする。 

(2)入力津波の設定に当たっては、入力津波が各施設・設備

の設計に用いるものであることを念頭に、津波の高さ、

津波の速度、衝撃力等、着目する荷重因子を選定した上

で、各施設・設備の構造・機能損傷モードに対応する効

果（浸水高、波力・波圧、洗掘力、浮力等）が安全側に

評価されることを確認する。 

(3)施設が海岸線の方向において広がりを有している場合

（例えば敷地前面の防潮堤、防潮壁）は、複数の位置に

おいて荷重因子の値の大小関係を比較し、当該施設に最

も大きな影響を与える波形を入力津波として設定してい

ることを確認する。 

(4)基準津波及び入力津波の設定に当たっては、津波による

港湾内の局所的な海面の固有振動の励起について、以下

の例のように評価し考慮していることを確認する。 

①港湾内の局所的な海面の固有振動に関しては、港湾周

辺及び港湾内の水位分布、速度ベクトル分布の経時的

変化を分析することにより、港湾内の局所的な現象と

して生じているか、生じている場合、その固有振動に

よる影響が顕著な範囲及び固有振動の周期を把握す

る。 

②局所的な海面の固有振動により水位変動が大きくなっ

ている箇所がある場合、取水ピット、津波監視設備

（敷地の潮位計等）との位置関係を把握する。（設計

上クリティカルとなる程度に応じて緩和策、設備設置

位置の移動等の対応を検討） 

 

入力津波の設定について，各施設，設備等の設置位置において，海水面からの水位変動量の

時刻歴波形で設定するとともに，港湾内の局所的な海面振動の励起に関する評価を港湾内外

の水位分布の傾向を基に実施している。 

入力津波を設計又は評価に用いるに当たっては，各施設，設備等の設置位置において算定さ

れた津波高さ，速度，衝撃力等の数値に対して，保守的な設計又は評価となるような配慮を

加えて入力津波高さや速度等を設定している。 

また，取水口内外の局所的な海面振動については，津波シミュレーション結果を分析し，取

水口内外の最高水位や傾向に大きな差異がないことを確認している。 

 

上記の入力津波の設定に当たっては，人工構造物である防波堤に関し，以下を確認する必要

がある。 

 

 ① 発電所の港湾施設として防波堤・物揚岸壁，敷地北方に茨城港日立港区の防波堤，敷

地南方に茨城港常陸那珂港区の防波堤が存在する。防波堤は，基準地震動による影響

を考慮した津波遡上解析を実施する必要がある。 

このため，遡上解析において，防波堤ありモデル及び防波堤なしモデルによる遡上解

析を実施した結果，水位については，防波堤がない条件が厳しいことを確認してい

る。なお，防波堤基礎には，液状化検討対象層があるため，基準地震動による防波堤

高さの低減の後に津波を受ける条件でも津波遡上解析を行い，入力津波の妥当性を

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防波堤の基準地震

動による影響を考

慮した入力津波の

検討 
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（４）津波防護の方針設定に当たっての考慮事項（水位変動、地殻変動） 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一～六（省略） 

七 津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに非常用

海水冷却系の評価に当たっては、入力津波による水

位変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評

価を実施すること。なお、その他の要因による潮位

変動についても適切に評価し考慮すること。また、

地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場合、

想定される地震の震源モデルから算定される、敷地

の地殻変動量を考慮して安全側の評価を実施するこ

と。 

 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

3.4 津波防護方針の審査にあたっての考慮事項（水位変

動、地殻変動） 

入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位（注）

を考慮して安全側の評価を実施すること。 

注）：朔（新月）及び望（満月）の日から5 日以内に観測された、

各月の最高満潮面及び最低干潮面を1 年以上にわたって平均

した高さの水位をそれぞれ、朔望平均満潮位及び朔望平均干

潮位という 

潮汐以外の要因による潮位変動についても適切に評価

し考慮すること。 

地震により陸域の隆起または沈降が想定される場合、

地殻変動による敷地の隆起または沈降及び、強震動に伴

う敷地地盤の沈下を考慮して安全側の評価を実施するこ

と。 

 

【津波ガイド：確認内容】 

3.4 津波防護方針の審査にあたっての考慮事項（水位変動、

地殻変動） 

(1)敷地周辺の港又は敷地における潮位観測記録に基づき、

観測期間、観測設備の仕様に留意の上、朔望平均潮位を

評価していることを確認する。 

(2)上昇側の水位変動に対して朔望平均満潮位を考慮し、上

昇側評価水位を設定していること、また、下降側の水位

変動に対して朔望平均干潮位を考慮し、下降側評価水位

を設定していることを確認する。 

(3)潮汐以外の要因による潮位変動について、以下の例のよ

うに評価し考慮していることを確認する。 

①敷地周辺の港又は敷地における潮位観測記録に基づ

き、観測期間等に留意の上、高潮発生状況（程度、台

風等の高潮要因）について把握する。 

②高潮要因の発生履歴及びその状況、並びに敷地におけ

る汀線の方向等の影響因子を考慮して、高潮の発生可

能性とその程度（ハザード）について検討する。 

③津波ハザード評価結果を踏まえた上で、独立事象とし

ての津波と高潮による重畳頻度を検討した上で、考慮

の可否、津波と高潮の重畳を考慮する場合の高潮の再

現期間を設定する。 

(4)地震により陸域の隆起または沈降が想定される場合、以

下の例のように地殻変動量を考慮して安全側の評価を実

施していることを確認する。 

①広域的な地殻変動を評価すべき波源は、地震の震源と

解釈し、津波波源となる地震の震源（波源）モデルか

ら算定される広域的な地殻変動を考慮することとす

る。 

②プレート間地震の活動に関連して局所的な地殻変動が

あった可能性が指摘されている場合（南 トラフ沿岸

部に見られる完新世段丘の地殻変動等）は、局所的な

地殻変動量による影響を検討する。 

③地殻変動量は、入力津波の波源モデルから適切に算定

し設定すること。 

④地殻変動が隆起又は沈降によって、以下の例のように

考慮の考え方が異なることに留意が必要である。 

a)地殻変動が隆起の場合、下降側の水位変動に対して

安全機能への影響を評価（以下｢安全評価｣とい

う。）する際には、対象物の高さに隆起量を加算し

た後で、下降側評価水位と比較する。また、上昇側

の水位変動に対して安全評価する際には、隆起しな

いものと仮定して、対象物の高さと上昇側評価水位

を直接比較する。 

b)地殻変動が沈降の場合、上昇側の水位変動に対して

安全評価する際には、対象物の高さから沈降量を引

算した後で、上昇側評価水位と比較する。また、下

降側の水位変動に対して安全評価する際には、沈降

 

水位変動，地殻変動について，朔望平均満潮位を入力津波の上昇側水位変動に対して考慮

し，朔望平均干潮位を入力津波の下降側水位変動に対して考慮し保守的な設定を行うとと

もに，潮汐に加えて影響の大きな高潮による水位変動をハザードの評価に基づき考慮して

いる。また，地震によって発生する広域的な地殻変動（沈降）を上昇側水位変動に対して考

慮し保守的な評価している。 

 

具体的には，津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに非常用海水系の評価について，以

下のとおり実施している。 

 

 ① 潮汐 

   敷地周辺の茨城港日立港区の観測地点における潮位記録に基づき求めた朔望平均満

潮位を，入力津波による上昇側水位変動に対して考慮するとともに，朔望平均干潮位

を入力津波による下降側水位変動量に対して考慮している。また，同観測所における

潮位観測記録に基づき求めた潮位のばらつきを考慮している。 

 ② 高潮による水位変動 

   潮汐以外の要因による潮位変動については，影響の大きなものとして高潮を抽出し

ている。観測地点における至近 40 年の潮位観測記録に基づき高潮の発生状況の調査

及び高潮のハザードの評価を行い，基準津波の超過確率を踏まえ，再現期間 100年の

高潮を算定し，これを基準津波との重畳を考慮している。 

 ③ 地殻変動による隆起又は沈降の影響 

   地震に伴う地殻変動による敷地の隆起又は沈降については，地殻変動解析に基づき，

基準津波の波源である日本海溝沿いのプレート間地震の発生に伴い敷地全体が 0.3m

沈下するものとして評価し，それを上昇側の水位変動に対して考慮している。なお，

下降側水位変動に対しては沈降しないものとしている。 
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設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題

しないものと仮定して、対象物の高さと下降側評価

水位を直接比較する。 

⑤基準地震動評価における震源モデルから算定される広

域的な地殻変動についても、津波に対する安全性評価

への影響を検討する。 

⑥広域的な余効変動が継続中である場合は、その傾向を

把握し、津波に対する安全性評価への影響を検討す

る。 
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３．津波防護方針 

（１）津波防護の基本方針 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一 Ｓクラスに属する施設（津波防護施設、浸水防止設

備及び津波監視設備を除く。下記第三号において同

じ。）の設置された敷地において、基準津波による

遡上波を地上部から到達又は流入させないこと。ま

た、取水路及び排水路等の経路から流入させないこ

と。そのため、以下の方針によること。 

①～③（省略） 

二 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可

能性を考慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、

重要な安全機能への影響を防止すること。そのた

め、以下の方針によること。 

①～③（省略） 

三 上記の前二号に規定するものの他、Ｓクラスに属す

る施設については、浸水防護をすることにより津波

による影響等から隔離すること。そのため、Ｓクラ

スに属する設備を内包する建屋及び区画について

は、浸水防護重点化範囲として明確化するととも

に、津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量

を保守的に想定した上で、浸水防護重点化範囲への

浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部及

び貫通口等）を特定し、それらに対して浸水対策を

施すこと。 

四～七（省略） 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

4. 津波防護方針 

4.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針が敷地及び敷

地周辺全体図、施設配置図等により明示されているこ

と。 

津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備等として

設置されるものの概要が網羅かつ明示されていること。 

 

 

【津波ガイド：確認内容】 

4. 津波防護方針 

4.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

(1)敷地の特性（敷地の地形、敷地周辺の津波の遡上、浸水

状況等）に応じた基本方針（※）を確認する。 

 

(2)敷地の特性に応じた津波防護の概要（外殻防護の位置及

び浸水想定範囲の設定、並びに内郭防護の位置及び浸水

防護重点化範囲の設定等）を確認する。 

 

※基本方針 

 

(1)津波の敷地への流入防止 

重要な安全機能を有する施設の設置された敷地におい

て、基準津波による遡上波を地上部から到達、流入させ

ない。また、取水路、放水路等の経路から流入させな

い。 

 

(2)漏水による安全機能への影響防止 

取水・放水施設、地下部において、漏水可能性を考慮の

上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能へ

の影響を防止する。 

 

(3)津波防護の多重化 

上記2 方針のほか、重要な安全機能を有する施設につい

ては、浸水防護をすることにより津波による影響等から

隔離すること。 

 

(4)水位低下による安全機能への影響防止 

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影

響を防止する。 

 

 

 

 

津波防護の基本方針について，敷地の特性に応じた方針であること及び当該方針に基づく

津波防護施設，浸水防止設備、津波監視設備等の配置を図面により整理している。 

 

具体的には，敷地及び敷地周辺の地形・標高図，施設配置図等を示した上で，津波防護の基

本方針を以下のとおりとしている。 

 

 ① 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備

及び非常用取水設備を除く。以下③において同じ。）を内包する建屋及び区画の設置

された敷地には，基準津波による遡上波を地上部から到達，流入させない設計とし

ている。また，取水路，放水路等の経路から流入させない設計としている。 

 ② 取水施設，放水施設，地下部等において，漏水の可能性を考慮のうえ，漏水による浸

水範囲を限定して，重要な安全機能を有する施設への影響を防止できる設計として

いる。 

 ③ ①及び②の方針のほか，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び

区画については，浸水防護を実施することにより，津波による影響等から隔離可能

な設計としている。 

 ④ 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を有する施設への影響を防止でき

る設計としている。 

 ⑤ 津波監視設備については，入力津波に対して，津波監視機能が保持できる設計とし

ている。 
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（２）敷地への浸水防止（外郭防護１） 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一 Ｓクラスに属する施設（津波防護施設、浸水防止設

備及び津波監視設備を除く。下記第三号において同

じ。）の設置された敷地において、基準津波による

遡上波を地上部から到達又は流入させないこと。ま

た、取水路及び排水路等の経路から流入させないこ

と。そのため、以下の方針によること。 

①Ｓクラスに属する設備（浸水防止設備及び津波監

視設備を除く。以下下記第三号までにおいて同

じ。）を内包する建屋及びＳクラスに属する設備

（屋外に設置するものに限る。）は、基準津波に

よる遡上波が到達しない十分高い場所に設置する

こと。なお、基準津波による遡上波が到達する高

さにある場合には、防潮堤等の津波防護施設及び

浸水防止設備を設置すること。 

②（省略） 

③取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する

可能性について検討した上で、流入の可能性のあ

る経路（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、そ

れらに対して浸水対策を施すことにより、津波の

流入を防止すること。 

二～七（省略） 

 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

4.2 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

4.2.1 遡上波の地上部からの到達、流入の防止 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び重

要な安全機能を有する屋外設備等は、基準津波による遡

上波が到達しない十分高い場所に設置すること。 

基準津波による遡上波が到達する高さにある場合に

は、防潮堤等の津波防護施設、浸水防止設備を設置する

こと。 

 

 

【津波ガイド：確認内容】 

4.2 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

4.2.1 遡上波の地上部からの到達、流入の防止 

(1)敷地への浸水の可能性のある経路（遡上経路）の特定 

(3.2.1)における敷地周辺の遡上の状況、浸水域の分布等

を踏まえ、以下を確認する。 

①重要な安全機能を有する設備又はそれを内包する建屋

の設置位置・高さに、基準津波による遡上波が到達し

ないこと、または、到達しないよう津波防護施設を設

置していること。 

②津波防護施設を設置する以外に既存の地山斜面、盛土

斜面等の活用の有無。また、活用に際して補強等の実

施の有無。 

(2)津波防護施設の位置・仕様を確認する。 

①津波防護施設の種類（防潮堤、防潮壁等）及び箇所 

②施設ごとの構造形式、形状 

(3)津波防護施設における浸水防止設備の設置の方針に関し

て、以下を確認する。 

①要求事項に適合するよう、特定した遡上経路に浸水防

止設備を設置する方針であること。 

②止水対策を実施する予定の部位が列記されているこ

と。以下、例示。 

a)電路及び電線管貫通部、並びに電気ボックス等にお

ける電線管内処理 

b)躯体開口部（扉、排水口等） 

 

遡上波の地上部からの到達，流入の防止について，基準津波による敷地への浸水を防止す

る方針とし，基準津波の見直しの結果も踏まえて実施した遡上域を把握するための解析に

基づき，遡上波の到達の可能性のある津波防護対象設備の周囲に津波防護施設及び浸水防

止設備を設置することとしている。 

 

具体的には，遡上波の地上部からの到達，流入を防止するため，以下の方針としている。

 

 a.基準津波による遡上解析について，地震による地盤沈下量を初期条件とした遡上解析

を実施している。その結果，遡上高さは最も高いところで T.P.＋17.1m（浸水深約 14m）

となる。 

 b.設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備

及び非常用取水設備を除く。）を内包する原子炉建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋は

EL.＋8m，屋外の防護対象とする施設である非常用海水ポンプは EL.＋3m，排気筒は EL.

＋8m，軽油貯蔵タンク（地下式）は EL.＋11m の高さの敷地にあり、津波が到達するた

め，津津波防護施設として防潮堤（防潮扉含む。）、放水路ゲート，構内排水路逆流防

止設備を設置する。 

c.緊急時対策所は，EL.＋23m の高さの敷地に設置するため，遡上波は到達，流入しない。

 

 

 
  

8



設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

4.2.2 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 

取水路、放水路等の経路から、津波が流入する可能性

について検討した上で、流入の可能性のある経路（扉、

開口部、貫通部等）を特定すること。 

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波

の流入を防止すること。 

 

【津波ガイド：確認内容】 

4.2.2 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 

(1) 敷地への海水流入の可能性のある経路（流入経路）の特

定 

以下のような経路（例示）からの津波の流入の可能性を

検討し、流入経路を特定していることを確認する。 

①海域に連接する水路から建屋、土木構造物地下部への

バイパス経路（水路周辺のトレンチ開口部等） 

②津波防護施設（防潮堤、防潮壁）及び敷地の外側から

内側（地上部、建屋、土木構造物地下部）へのバイパ

ス経路（排水管、道路、アクセス通路等） 

③敷地前面の沖合から埋設管路により取水する場合の敷

地内の取水路点検口及び外部に露出した取水ピット等

（沈砂池を含む） 

④海域への排水管等 

(2)特定した流入経路における津波防護施設の配置・仕様を

確認する。 

①津波防護施設の種類（防潮壁等）及び箇所 

②施設ごとの構造形式、形状 

(3)特定した流入経路における浸水防止設備の設置の方針に

関して、以下を確認する。 

①要求事項に適合するよう、特定した流入経路に浸水防

止設備を設置する方針であること。 

②浸水防止設備の設置予定の部位が列記されているこ

と。以下、例示。 

a)配管貫通部 

b)電路及び電線管貫通部、並びに電気ボックス等にお

ける電線管内処理 

c)空調ダクト貫通部 

d)躯体開口部（扉、排水口等） 

 

 

取水路，放水路等の経路から津波が流入する可能性を網羅的に検討して，取水路，放水路，

構内排水路，ＳＡ海水ピット及び緊急用海水ポンプピットの取水路（海水引込み管及び緊

急用海水取水管）を流入経路として特定した上で，津波防護施設及び浸水防止設備を設置

することにより津波の流入を防止することとしている。 

 

 a.流入経路の特定 

  流入の可能性のある取水路，放水路等の経路について，取水路又は放水路につながる

海水系，循環水系，それ以外の構内排水路等のそれぞれの設置位置における入力津波

高さと，それらの開口部等の標高に基づく許容津波高さを比較することにより，その

差を裕度として評価し，津波が流入する可能性を検討した。検討に当たっては，高潮

による水位変動量を考慮している。この結果，津波の流入防止等の方針を検討するた

めに算定した取水ピットの入力津波高さ（水位上昇量：T.P.＋19.4m）等に基づき，流

入の可能性のある経路として，取水路，放水路，構内排水路，ＳＡ用海水ピット及び

緊急用海水ポンプピットの取水路からの流入経路を特定した。 

 b.津波の流入防止対策 

  特定した流入経路から津波が流入することを防止するため，津波防護施設として放水

路に放水路ゲート，構内排水路に構内排水路逆流防止設備を設置する。また，浸水防

止設備として，取水路，放水路，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットの開

口部に浸水防止蓋，海水ポンプグランドドレン排出口，取水ピット空気抜き配管，緊

急用海水ポンプグランドドレン排出口及び同床ドレン排出口に逆止弁を設置する。そ

の他、貫通部に対して止水処置を実施する。 
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（３）漏水による重要な安全機能を有する施設への影響防止（外郭防護２） 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一 （省略） 

二 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可

能性を考慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、

重要な安全機能への影響を防止すること。そのた

め、以下の方針によること。 

①取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取

水・放水施設及び地下部等における漏水の可能性

を検討した上で、漏水が継続することによる浸水

範囲を想定（以下「浸水想定範囲」という。）す

るとともに、同範囲の境界において浸水の可能性

のある経路及び浸水口（扉、開口部及び貫通口

等）を特定し、それらに対して浸水対策を施すこ

とにより浸水範囲を限定すること。 

②浸水想定範囲の周辺にＳクラスに属する設備があ

る場合は、防水区画化するとともに、必要に応じ

て浸水量評価を実施し、安全機能への影響がない

ことを確認すること。 

③浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される

場合は、排水設備を設置すること。 

三～七（省略） 

 

【規制基準における要求事項等】 

4.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護

２） 

4.3.1 漏水対策 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・

放水施設や地下部等における漏水の可能性を検討するこ

と。 

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定（以下｢浸

水想定範囲｣という。）すること。 

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経

路、浸水口（扉、開口部、貫通口等）を特定すること。 

特定した経路、浸水口に対して浸水対策を施すことに

より浸水範囲を限定すること。 

 

【津波ガイド：確認内容】 

4.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２） 

4.3.1 漏水対策 

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。なお、

後段規制（工事計画認可）においては、浸水想定範囲、

浸水経路・浸水口・浸水量及び浸水防止設備の仕様につ

いて、確認する。 

 

重要な安全機能を有する施設への漏水による影響防止について，海水ポンプ室を浸水想定

範囲として設定した上で，非常用海水ポンプグランドドレン排出口に逆止弁を設置し浸水

範囲を限定する。 

 

具体的には，以下のとおり、浸水想定範囲を設定した上で，浸水対策を施すこととする。

 

 a.浸水想定範囲 

  取水設備及び放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水施設，放水施設，地下部等に

おける漏水の可能性を検討し，津波が取水路から流入可能性があり，漏水が継続する

ものとして，海水ポンプ室を浸水想定範囲として設定した。 

 b.浸水対策 

  浸水想定範囲への浸水の可能性のある経路として，非常用海水ポンプグランドドレン

排出口の床に貫通部が存在するため，これらに非常用海水ポンプグランドドレン排出

口逆止弁を設置する。 
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設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

4.3.2 安全機能への影響確認 

浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備等

がある場合は、防水区画化すること。 

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し、安

全機能への影響がないことを確認すること。 

 

 

 

【津波ガイド：確認内容】 

4.3.2 安全機能への影響確認 

(1)要求事項に適合する影響確認の方針であることを確認す

る。なお、後段規制（工事計画認可）においては、浸水

範囲、浸水経路・浸水口・浸水量及び浸水防止設備の仕

様を確認する。 

 

 

重要な安全機能を有する施設への影響評価について，浸水想定範囲である海水ポンプ室を

防水区画化した上で、区画内の浸水量評価において海水ポンプへの影響がないことを確認

する方針である。 

  

具体的には、以下のとおりである。 

 

浸水想定範囲である海水ポンプ室に津波防護対象設備である非常用海水ポンプを設置して

いるため、非常用海水ポンプ室の床の貫通部に非常用海水ポンプグランドドレン排出口逆

止弁を設置することにより海水ポンプ室を防水区画化することとしている。 

 

 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

4.3.3 排水設備設置の検討 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合

は、排水設備を設置すること。 

 

 

 

【津波ガイド：確認内容】 

4.3.3 排水設備設置の検討 

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。なお、

後段規制（工事計画認可）においては、浸水想定範囲に

おける排水設備の必要性、設置する場合の設備仕様につ

いて確認する。 

 

 

排水設備設置の検討について，「重要な安全機能を有する施設への影響評価」における「浸

水想定範囲における浸水量評価」に基づき，長期間の冠水は想定されないため，排水設備の

設置は不要である。 
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（４）重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一～二（省略） 

三 上記の前二号に規定するものの他、Ｓクラスに属す

る施設については、浸水防護をすることにより津波

による影響等から隔離すること。そのため、Ｓクラ

スに属する設備を内包する建屋及び区画について

は、浸水防護重点化範囲として明確化するととも

に、津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量

を保守的に想定した上で、浸水防護重点化範囲への

浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部及

び貫通口等）を特定し、それらに対して浸水対策を

施すこと。 

四～七（省略） 

 

【規制基準における要求事項等】 

4.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

4.4.1 浸水防護重点化範囲の設定 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区

画については、浸水防護重点化範囲として明確化するこ

と。 

 

 

【津波ガイド：確認内容】 

4.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

4.4.1 浸水防護重点化範囲の設定 

(1)重要な安全機能を有する設備等（耐震Ｓクラスの機器・

配管系）のうち、基本設計段階において位置が明示され

ているものについては、それらの設備等を内包する建

屋、区画が津波防護重点範囲として設定されていること

を確認する。 

(2)基本設計段階において全ての設備等の位置が明示されて

いるわけではないため、工事計画認可の段階において津

波防護重点化範囲を再確認する必要がある。したがっ

て、基本設計段階において位置が確定していない設備等

に対しては、内包する建屋及び区画単位で津波防護重点

化範囲を工認段階で設定することが方針として明記され

ていることを確認する。 

 

 

 

重要な安全機能を有する施設の隔離について，以下のとおり，浸水防護重点化範囲を設定

する方針としている。 

 

 ① 浸水防護重点化範囲の設定 

   津波に対する浸水防護重点化範囲として，原子炉建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，海

水ポンプ室及び軽油貯蔵タンク（地下式）を設定する。 

 

 

 

【規制基準における要求事項等】 

4.4.2 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

津波による溢水を考慮した浸水範囲、浸水量を安全側

に想定すること。 

浸水範囲、浸水量の安全側の想定に基づき、浸水防護

重点化範囲への浸水の可能性のある経路、浸水口（扉、

開口部、貫通口等）を特定し、それらに対して浸水対策

を施すこと。 

 

【津波ガイド：確認内容】 

4.4.2 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。なお、

後段規制（工事計画認可）においては、浸水範囲、浸水

量の想定、浸水防護重点化範囲への浸水経路・浸水口及

び浸水防止設備の仕様について、確認する。 

(2)津波による溢水を考慮した浸水範囲、浸水量について

は、地震による溢水の影響も含めて、以下の例のように

安全側の想定を実施する方針であることを確認する。 

①地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配管

の損傷による建屋内への津波及び系統設備保有水の

溢水、下位クラス建屋における地震時のドレン系ポ

ンプの停止による地下水の流入等の事象が想定され

ていること。 

②地震・津波による屋外循環水系配管や敷地内のタン

ク等の損傷による敷地内への津波及び系統設備保有

水の溢水等の事象が想定されていること。 

③循環水系機器・配管損傷による津波浸水量について

は、入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返

しの来襲が考慮されていること。 

④機器・配管等の損傷による溢水量については、内部

 

重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）について，発電所の施設の配置，基準津波

の特性に応じた浸水の可能性のある津波の流入や溢水を保守的に評価して，重要な安全機

能を有する施設を隔離することとしている。 

 

具体的には，以下のとおり，浸水対策を実施することとしている。 

 

 ② 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

   浸水防護重点化範囲へ浸水の可能性のある経路については，地震による溢水の影響

も考慮して，タービン建屋から原子炉建屋，非常用海水系配管カルバートから原子

炉建屋への浸水，さらに，地震時の地下水の流入を以下のとおり検討し，浸水の経路

を特定した。特定した経路に対して，貫通部止水処置を実施する。 

 

  a.機器及び配管の損傷によるタービン建屋内の浸水量評価、溢水 

   ア．循環水ポンプ停止と隔離弁閉インターロックを設置することにより，海水ポン

プ室並びにタービン建屋内に津波を流入させない対策を行う。 

イ．地震に起因する循環水管の伸縮継手の全周破損及び耐震性の低い設備の破損を

想定し，循環水ポンプ停止までに生ずる溢水量及び耐震性の低い設備の保有す

る溢水量の合計が建屋内に滞留するとして，浸水量を算定する。 

   ウ．地震に起因する地下部外壁の損傷については，滞留を考慮するタービン建屋地

下区画の壁について地震評価を実施し，地震によるひび割れの影響を確認する。
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設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

溢水における溢水事象想定を考慮して算定している

こと。 

⑤地下水の流入量については、例えば、ドレン系が停

止した状態での地下水位を安全側（高め）に設定し

た上で、当該地下水位まで地下水の流入を考慮する

か、又は対象建屋周辺のドレン系による１日当たり

の排水量の実績値に対して、外部の支援を期待しな

い約７日間の積算値を採用する等、安全側の仮定条

件で算定していること。 

⑥施設・設備施工上生じうる隙間部等についても留意

し、必要に応じて考慮すること。 

  b.屋外配管やタンク等の損傷による浸水防護重点化範囲の津波浸水量，溢水 

   ア．循環水ポンプ室の循環水配管の損傷個所を介して，浸水防護重点化範囲に津波

が流入することが考えられるため，循環水ポンプ停止と隔離弁閉インターロッ

クを設置することにより，海水ポンプ室に津波を流入させない対策を行う。さら

に，循環水管の伸縮継手をゴム製伸縮継手からメカニカル式クローザジョイン

トに取替えることにより，溢水量の低減を図る。この結果，循環水ポンプ室にて

発生する溢水は循環水ポンプ室内で滞留可能であり，隣接する海水ポンプ室へ

の流入はない。 

   イ．屋外タンク等の損傷による溢水は，別途溢水防護に関する影響評価を実施し，原

子炉建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋への溢水影響がないことを確認している。な

お，軽油貯蔵タンクは地下式であり，タンク設置エリアは雨水等が侵入しないよ

う設計されているため，屋外タンク等の破損による溢水を考慮しても浸水する

ことはない。 

  c.地下水の流入 

   原子炉建屋地下部は，基準地震動による地震力に対して弾性設計内のため，止水性

に影響を与えるひび割れは生じていない。 

  d.施設，設備の施工上生じうる隙間等 

溢水による浸水を想定するタービン建屋地下部において，施工上生じうる建屋間の

隙間部には，止水処置を行い，浸水防護重点化範囲への浸水を防止する設計とする。
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（５）水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を有する施設への影響防止（海水ポンプ取水性） 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一～三（省略） 

四 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能へ

の影響を防止すること。そのため、非常用海水冷却

系については、基準津波による水位の低下に対して

海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な海水

が確保できる設計であること。また、基準津波によ

る水位変動に伴う砂の移動・堆積及び漂流物に対し

て取水口及び取水路の通水性が確保でき、かつ取水

口からの砂の混入に対して海水ポンプが機能保持で

きる設計であること。 

五（省略） 

六 地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余

震）による影響、津波の繰り返しの襲来による影響

及び津波による二次的な影響（洗掘、砂移動及び漂

流物等）を考慮すること。 

七（省略） 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

4.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への

影響防止 

4.5.1 非常用海水冷却系の取水性 

非常用海水冷却系の取水性については、次に示す方針を

満足すること。 

・基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保

持できる設計であること。 

・基準津波による水位の低下に対して冷却に必要な海水が

確保できる設計であること。 

 

 

【津波ガイド：確認内容】 

4.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への

影響防止 

4.5.1 非常用海水冷却系の取水性 

(1)取水路の特性を考慮した海水ポンプ位置の評価水位が適

切に算定されていることを確認する。確認のポイントは

以下のとおり。 

①取水路の特性に応じた手法が用いられていること。 

（開水路、閉管路の方程式） 

②取水路の管路の形状や材質、表面の状況に応じた摩

擦損失が設定されていること。 

(2)前述（3.4(4)）のとおり地殻変動量を安全側に考慮し

て、水位低下に対する耐性（海水ポンプの仕様、取水口

の仕様、取水路又は取水ピットの仕様等）について、以

下を確認する。 

①海水ポンプの設計用の取水可能水位が下降側評価水

位を下回る等、水位低下に対して海水ポンプが機能

保持できる設計方針であること。 

②引き波時の水位が実際の取水可能水位を下回る場合

には、下回っている時間において、海水ポンプの継

続運転が可能な貯水量を十分確保できる取水路又は

取水ピットの構造仕様、設計方針であること。 

なお、取水路又は取水ピットが循環水系と非常系で

併用される場合においては、循環水系運転継続等に

よる取水量の喪失を防止できる措置が施される方針

であること。 

 

非常用海水ポンプ取水可能水位と，引き波時の下降側の水位を比較し取水性を評価し，水

位変動に伴う取水性低下に対して非常用海水ポンプの機能を保持できる設計とするととも

に，大津波警報発表時に循環水ポンプを停止して，非常用海水ポンプの取水量を確保する

運用とすることとしている。 

 

具体的には，非常用海水ポンプの取水性について，以下の方針としている。 

 

 a.非常用海水ポンプ位置の評価水位 

  基準津波による水位低下に伴う取水ピットでの水位を算定するため，取水路の管路形

状，材質及び水路表面の状況に応じた摩擦損失を考慮したモデル化を行い，管路の水

理解析（以下「管路解析」という。）を実施する。 

 b.水位低下に対する耐性の確認 

  管路解析に基づき，取水ピットにおける基準津波による下降側の水位を T.P.－5.64m

と算定し，入力津波高さを T.P.－6.0m と設定定した。この値は，水理実験結果に基づ

く非常用海水ポンプの取水可能水位（最低）水位 T.P.－5.66m を下回る水位であるこ

とから，水位低下に対する非常用海水ポンプの機能を保持するため，取水口前面の海

中に貯留堰を設置する。 

 c.循環水ポンプの運用 

  循環水ポンプ室及び海水ポンプ室は隣接していることから，水位低下時の海水ポンプ

の取水性を確保するため，発電所を含む地域において大津波警報が発表された場合に，

原則として循環水ポンプを停止（プラント停止）する手順等を整備する。 

 

 

 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

4.5.2 津波の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能

保持確認 

基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積が適切に評

価されていること。 

基準津波に伴う取水口付近の漂流物が適切に評価されて

いること。 

 

【津波ガイド：確認内容】 

4.5.2 津波の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能

保持確認 

 

(1)基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積について

は、（3.2.1）の遡上解析結果における取水口付近の砂

の堆積状況に基づき、砂の堆積高さが取水口下端に到達

しないことを確認する。取水口下端に到達する場合は、

取水口及び取水路が閉塞する可能性を安全側に検討し、

閉塞しないことを確認する。｢安全側｣な検討とは、浮遊

砂濃度を合理的な範囲で高めてパラメータスタディする

ことによって、取水口付近の堆積高さを高めに、また、

取水路における堆積砂混入量、堆積量を大きめに算定す

 

設備の構造等を踏まえた基準津波による取水口付近の砂の移動及び堆積，取水口及び放水

口付近の漂流物の影響も含めて検討を行うことにより，津波の二次的な影響に対して非常

用海水系の機能を保持することとしている。 

 

具体的には，取水路呑口及び取水路の砂の移動及び堆積並びに取水口及び放水口付近の漂

流物の評価について，以下のとおり実施する。 

 

 a.取水路呑口及び取水ピットの砂の移動及び堆積 

  基準津波に伴う砂の堆積について，砂移動解析の結果，取水路呑口，取水路，取水ピ

ットの砂の堆積は少ないことから，取水路呑口から取水ピットまでの取水経路は閉塞

しない。 

 b.混入浮遊砂に対する非常用海水ポンプの機能保持 

  非常用海水ポンプについては，砂が混入しても軸固着しにくい構造となっている。具
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設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

ること等が考えられる。 

 

(2)混入した浮遊砂は、取水スクリーン等で除去することが

困難なため、海水ポンプそのものが運転時の砂の混入に

対して軸固着しにくい仕様であることを確認する。 

 

(3)基準津波に伴う取水口付近の漂流物については、

(3.2.1)の遡上解析結果における取水口付近を含む敷地

前面及び遡上域の寄せ波及び引き波の方向、速度の変化

を分析した上で、漂流物の可能性を検討し、漂流物によ

り取水口が閉塞しない仕様の方針であること、又は閉塞

防止措置を施す方針であることを確認する。なお、取水

スクリーンについては、異物の混入を防止する効果が期

待できるが、津波時には破損して混入防止が機能しない

だけでなく、それ自体が漂流物となる可能性が有ること

に留意する必要がある。 

 

体的には，非常用海水ポンプ取水時に浮遊砂の一部がポンプ軸受に混入したとしても，

約 3.7mm の異物逃がし溝から排出される構造である。一方で，敷地付近の砂の平均粒

径が約 0.15mm で，数㎜以上の砂は僅かであり，数 mm 以上の砂は浮遊しにくいことを

踏まえると，大きな粒径の砂はほとんど混入せず，非常用海水ポンプの取水機能は保

持できる。 

 c.取水口及び放水口付近の漂流物 

  敷地周辺に多くの施設が存在するため，基準津波に伴う取水口及び放水口付近の漂流

物による取水性への影響については，漂流物となる可能性のある設備，建物・構築物

等を網羅的に調査することが重要である。このため，取水口から半径 5 ㎞の範囲にあ

る設備，建物・構築物等を調査した上で，津波の流向及び地形，設置状態，緊急退避

の実効性（船舶の場合）等を考慮して，非常用海水ポンプの取水機能への影響を評価

する。 

 

上記の漂流物による波及的影響への対応に当たっては，漂流物の設定に関し，以下を確認

する必要がある。 

 

 ① 発電所の敷地の周辺には多くの施設があるため，漂流物となる可能性がある設備，

建物・構築物等を網羅的に把握し，津波防護施設，浸水防止設備に影響を及ぼさな

いことを確認する必要がある。このため，取水口から半径 5 ㎞にある設備，建物・

構築物等を調査した上で，津波の流向及び地形，設置状況，緊急退避の実効性（船

舶の場合）等を勘案し，非常用海水ポンプの取水性への影響を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地周辺の漂流物へ

の対応 

 
  

15



（６）津波監視 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一～四（省略） 

五 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津

波（施設の津波に対する設計を行うために、津波の

伝播特性及び浸水経路等を考慮して、それぞれの施

設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対

して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できるこ

と。また、津波監視設備については、入力津波に対

して津波監視機能が保持できること。そのため、以

下の方針によること。 

①上記の「津波防護施設」とは、防潮堤、盛土構造

物及び防潮壁等をいう。上記の「浸水防止設備」

とは、水密扉及び開口部・貫通部の浸水対策設備

等をいう。また、上記の「津波監視設備」とは、

敷地の潮位計及び取水ピット水位計、並びに津波

の襲来状況を把握できる屋外監視カメラ等をい

う。これら以外には、津波防護施設及び浸水防止

設備への波力による影響を軽減する効果が期待さ

れる防波堤等の津波影響軽減施設・設備がある。 

②～④（省略） 

⑤津波監視設備については、津波の影響（波力及び

漂流物の衝突等）に対して、影響を受けにくい位

置への設置及び影響の防止策・緩和策等を検討

し、入力津波に対して津波監視機能が十分に保持

できるよう設計すること。 

⑥～⑧（省略） 

六～七（省略） 

 

【津波ガイド：基準における要求事項等】 

4.6 津波監視 

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し、津波防護施

設、浸水防止設備の機能を確実に確保するために、津波監

視設備を設置すること。 

 

 

【津波ガイド：確認内容】 

4.6 津波監視 

(1) 要求事項に適合する方針であることを確認する。ま

た、設置の概要として、おおよその位置と監視設備の方

式等について把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波防護施設及び浸水防止設備の機能を確保するために津波監視設備を設置して，敷地へ

の津波の繰り返しの襲来を察知すること及び当該設備により昼夜問わず原子炉建屋中央制

御室から監視可能とする。 

 

具体的には，以下のとおり。 

 

 津波監視設備として，原子炉建屋屋上 EL.＋64m の位置に津波監視カメラ，取水路の EL.

＋3m の位置に取水ピット水位計，取水路に潮位計を設置する。 

 

 津波監視カメラは暗視機能等を有し，昼夜問わず監視可能な設計とし，取水ピット水位

計は T.P.－7.8m～T.P.＋2.3m，潮位計は T.P.－5.0m～T.P.＋20m を測定範囲として上昇

側及び下降側の津波高さが計測できる設計とし，いずれも中央制御室から監視可能な設

計としている。また，緊急時対策所においても監視できる設計としている。 
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４．施設・設備の設計方針 

（１）津波防護施設 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一～四（省略） 

五 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津

波（施設の津波に対する設計を行うために、津波の

伝播特性及び浸水経路等を考慮して、それぞれの施

設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対

して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できるこ

と。また、津波監視設備については、入力津波に対

して津波監視機能が保持できること。そのため、以

下の方針によること。 

①～②（省略） 

③津波防護施設については、その構造に応じ、波力

による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり

及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性

にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機

能が十分に保持できるよう設計すること。 

④～⑧（省略） 

六 地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余

震）による影響、津波の繰り返しの襲来による影響

及び津波による二次的な影響（洗掘、砂移動及び漂

流物等）を考慮すること。 

七（省略） 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

5. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件 

5.1 津波防護施設の設計 

津波防護施設については、その構造に応じ、波力による

侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対す

る安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力

津波に対する津波防護機能が十分に保持できるよう設計す

ること。 

 

 

【津波ガイド：確認内容】 

5. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件 

5.1 津波防護施設の設計 

 

(1)要求事項に適合する設計方針であることを確認する。

なお、後段規制（工事計画認可）においては、施設の

寸法、構造、強度及び支持性能（地盤強度、地盤安定

性）が要求事項に適合するものであることを確認す

る。 

 

(2)設計方針の確認に加え、入力津波に対して津波防護機

能が十分保持できる設計がなされることの見通しを得

るため、以下の項目について、設定の考え方を確認す

る。確認内容を以下に例示する。 

①荷重組合せ 

a)余震が考慮されていること。耐津波設計における

荷重組合せ：常時＋津波、常時＋津波＋地震（余

震） 

②荷重の設定 

a)津波による荷重（波圧、衝撃力）の設定に関し

て、考慮する知見（例えば、国交省の暫定指針

等）及びそれらの適用性。 

b)余震による荷重として、サイト特性（余震の震

源、ハザード）が考慮され、合理的な頻度、荷重

レベルが設定される。 

c)地震により周辺地盤に液状化が発生する場合、防

潮堤基礎杭に作用する側方流動力等の可能性を考

慮すること。 

③許容限界 

a)津波防護機能に対する機能保持限界として、当該

構造物全体の変形能力（終局耐力時の変形）に対

して十分な余裕を有し、津波防護機能を保持する

こと。（なお、機能損傷に至った場合、補修に、

ある程度の期間が必要となることから、地震、津

波後の再使用性に着目した許容限界にも留意する

必要がある。） 

 

津波防護施設の設計について，入力津波に対して津波防護機能が十分に保持できるよう設

計するとともに，施設に作用する荷重を適切に組み合わせること及び地震後，津波後の再

使用性や津波の繰り返し作用に配慮し十分な余裕を有するよう許容限界を設定することと

している。 

 

具体的には，以下のとおりである。 

 

津波防護施設（防潮堤（防潮扉を含む。），放水路ゲート，構内排水路逆流防止設備，貯留

堰）について，波力による浸食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安

定性を評価し，越流時の耐性についても配慮した上で，当該施設の設置位置における入力

津波に対して津波防護機能が十分保持できる設計とする。 

 

これに加えて，荷重の組合せについては，漂流物による荷重，余震による荷重，自然現象

（積雪，風荷重等）と入力津波による荷重の組合せを考慮することとしている。また，許容

限界については，地震後，津波後の再使用性や津波の繰り返し作用を想定し，当該施設が

構造全体として変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有するよう，施設又

は設備を構成する材料の変形が弾性設計内に収まることを基本としている。 

 

放水路ゲートについては，以下のとおり設計及び運用する方針としている。 

 ① 津波が敷地へ流入することを防止し，津波防護対象設備が機能喪失することのない

設計とするため，放水路ゲートを設置する。 

 ② 放水路ゲートは，津波の発生時に確実に閉止させることが必要であるため，中央制

御室から遠隔閉止信号を発信して閉止させる設計とする。 

 ③ 放水路ゲートは，中央制御室からの遠隔閉止信号により，電動機による閉止及び機

械式によりゲート保持機能を解放するだけでゲート扉体が落下するフェイル・セイ

フ設備とする。 

④ 放水路ゲートの閉止操作については，循環水ポンプ停止（プラント停止）及び中央

制御室からの操作手順等を整備する。 

 

また，防潮扉については，原則閉運用とし，開放後の確実な閉止操作，中央制御室における

閉止状態の確認及び閉止されていない状態が継続された場合の手順等を整備し，的確に実

施する方針としている。 

 

上記の津波防護機能を達成する上で，防潮堤の成立性に関し，以下を確認する必要がある。

 

 ① 敷地内には液状化検討対象層があるため，液状化の有無を確認する必要がある。こ

のため，有効応力解析により地震時の評価を行い，必要な対策を講じる。 

 ② 粘性土が堆積する地盤においては，圧密沈下を検討する必要がある。このため，粘

土層の圧密沈下について検討し，防潮堤高さの設計に反映する方針である。 

 ③ 防潮堤のジョイント部及び隅角部において，止水機能を確保する必要がある。この

ため，ジョイント部について，地震時の挙動を踏まえ，止水構造の成立性を検討す

る。また，隅角部についても，地震時の挙動を踏まえ、止水性への影響を検討する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防潮堤の構造成立性 
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（２）浸水防止設備 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一～四（省略） 

五 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津

波（施設の津波に対する設計を行うために、津波の

伝播特性及び浸水経路等を考慮して、それぞれの施

設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対

して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できるこ

と。また、津波監視設備については、入力津波に対

して津波監視機能が保持できること。そのため、以

下の方針によること。 

①～③（省略） 

④浸水防止設備については、浸水想定範囲等におけ

る浸水時及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評

価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波

に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設

計すること。 

⑤～⑧（省略） 

六 地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余

震）による影響、津波の繰り返しの襲来による影

響及び津波による二次的な影響（洗掘、砂移動及

び漂流物等）を考慮すること。 

七（省略） 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

5.2 浸水防止設備の設計 

浸水防止設備については、浸水想定範囲における浸水時

及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価し、越流時の耐

性にも配慮した上で、入力津波に対して浸水防止機能が十

分に保持できるよう設計すること。 

 

 

【津波ガイド：確認内容】 

5.2 浸水防止設備の設計 

 

(1)要求事項に適合する設計方針であることを確認する。

なお、後段規制（工事計画認可）においては、設備の

寸法、構造、強度等が要求事項に適合するものである

ことを確認する。 

 

(2)浸水防止設備のうち水密扉等、後段規制において強度

の確認を要する設備については、設計方針の確認に加

え、入力津波に対して浸水防止機能が十分保持できる

設計がなされることの見通しを得るため、津波防護施

設と同様に、荷重組合せ、荷重の設定及び許容限界

（当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有

し、かつ浸水防止機能を保持すること）の項目につい

ての考え方を確認する。 

 

(3)浸水防止設備のうち床・壁貫通部の止水対策等、後段

規制において仕様（施工方法を含む）の確認を要する

設備については、荷重の設定と荷重に対する性能確保

についての方針を確認する。 

 

浸水防止設備（非常用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁等）について，浸水想定範囲

等における浸水時の波圧等に対する耐性及び溢水による水圧に対する水密性を評価し，当

該設備の設置位置における浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。これに加えて，

荷重の組合せ及び許容限界については，漂流物による荷重の考慮を除き，津波防護施設の

設計と同様に設定する。 
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（３）津波監視設備 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一～四（省略） 

五 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津

波（施設の津波に対する設計を行うために、津波の

伝播特性及び浸水経路等を考慮して、それぞれの施

設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対

して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できるこ

と。また、津波監視設備については、入力津波に対

して津波監視機能が保持できること。そのため、以

下の方針によること。 

①～④（省略） 

⑤津波監視設備については、津波の影響（波力及び

漂流物の衝突等）に対して、影響を受けにくい位

置への設置及び影響の防止策・緩和策等を検討

し、入力津波に対して津波監視機能が十分に保持

できるよう設計すること。 

⑥～⑧（省略） 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

5.3 津波監視設備の設計 

津波監視設備については、津波の影響（波力、漂流物の

衝突等）に対して、影響を受けにくい位置への設置、影響

の防止策・緩和策等を検討し、入力津波に対して津波監視

機能が十分に保持できるよう設計すること。 

 

 

【津波ガイド：確認内容】 

5.3 津波監視設備の設計 

 

(1)(3.2.1)の遡上解析結果に基づき、津波影響を受けにく

い位置、及び津波影響を受けにくい建屋・区画・囲い

等の内部に設置されることを確認する。 

 

(2)要求事項に適合する設計方針であることを確認する。

なお、後段規制（工事計画認可）においては、設備の

位置、構造（耐水性を含む）、地震荷重・風荷重との

組合せを考慮した強度等が要求事項に適合するもので

あることを確認する。 

 

 

 

津波監視設備の設計については，入力津波に対して津波監視機能を十分に保持できるよう

設置位置を設定する。 

 

津波監視カメラについては，入力津波高さに対して波力，漂流物の影響を受けない位置に

設置する。 

 

また，津波監視設備については，余震による荷重，自然現象（積雪，風荷重等）と入力津波

による荷重の組合せについて，必要性に応じて，適切に考慮する。 
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（４）施設、設備等の設計又は評価に係る検討事項 

設置許可基準規則／解釈 耐津波設計方針に係る審査ガイド 適合のための対応状況 適合のための課題 

 

解釈別記３ 

３ 第５条の「安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない」を満たすために、基準津波に対す

る設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針

によること。 

一～四（省略） 

五 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津

波（施設の津波に対する設計を行うために、津波の

伝播特性及び浸水経路等を考慮して、それぞれの施

設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対

して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できるこ

と。また、津波監視設備については、入力津波に対

して津波監視機能が保持できること。そのため、以

下の方針によること。 

①～⑤（省略） 

⑥津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍にお

いて建物・構築物及び設置物等が破損、倒壊及び

漂流する可能性がある場合には、防潮堤等の津波

防護施設及び浸水防止設備に波及的影響を及ぼさ

ないよう、漂流防止措置又は津波防護施設及び浸

水防止設備への影響の防止措置を施すこと。 

⑦上記③、④及び⑥の設計等においては、耐津波設

計上の十分な裕度を含めるため、各施設・設備の

機能損傷モードに対応した荷重（浸水高、波力・

波圧、洗掘力及び浮力等）について、入力津波か

ら十分な余裕を考慮して設定すること。また、余

震の発生の可能性を検討した上で、必要に応じて

余震による荷重と入力津波による荷重との組合せ

を考慮すること。さらに、入力津波の時刻歴波形

に基づき、津波の繰り返しの襲来による作用が津

波防護機能及び浸水防止機能へ及ぼす影響につい

て検討すること。 

⑧津波防護施設及び浸水防止設備の設計に当たっ

て、津波影響軽減施設・設備の効果を考慮する場

合は、このような施設・設備についても、入力津

波に対して津波による影響の軽減機能が保持され

るよう設計するとともに、上記⑥及び⑦を満たす

こと。 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

5.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 

5.4.1 津波防護施設、浸水防止設備等の設計における検討事

項 

津波防護施設、浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措

置に当たっては、次に示す方針（津波荷重の設定、余震荷

重の考慮、津波の繰り返し作用の考慮）を満足すること。 

・各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重（浸水

 

【津波ガイド：確認内容】 

5.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 

5.4.1 津波防護施設、浸水防止設備等の設計における検討

事項 

 

(1)津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し作

用の考慮のそれぞれについて、要求事項に適合する方

針であることを確認する。以下に具体的な方針を例示

する。 

①津波荷重の設定については、以下の不確かさを考慮

する方針であること。 

a)入力津波が有する数値計算上の不確かさ 

b)各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重

の算定過程に介在する不確かさ上記b)の不確かさ

の考慮に当たっては、例えば抽出した不確かさの

要因によるパラメータスタディ等により、荷重設

置に考慮する余裕の程度を検討する方針であるこ

と。 

②余震荷重の考慮については、基準津波の波源の活動

に伴い発生する可能性がある余震（地震）につい

て、そのハザードを評価するとともに、基準津波の

継続時間のうち最大水位変化を生起する時間帯にお

いて発生する余震レベルを検討する方針であるこ

と。また、当該余震レベルによる地震荷重と基準津

波による荷重は、これらの発生確率の推定に幅があ

ることを考慮して安全側に組み合わせる方針である

こと。 

③津波の繰り返し作用の考慮については、各施設・設

備の入力津波に対する許容限界が当該構造物全体の

変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕

を有し、かつ津波防護機能・浸水防止機能を保持す

るとして設定されていれば、津波の繰り返し作用に

よる直接的な影響は無いものとみなせるが、漏水、

二次的影響（砂移動、漂流物等）による累積的な作

用又は経時的な変化が考えられる場合は、時刻歴波

形に基づいた、安全性を有する検討方針であるこ

と。 

 

津波防護施設，浸水防止設備等の設計について，津波荷重の設定において不確かさを十分

に考慮するとともに，余震による荷重を安全側に組み合わせることなどにより，耐津波設

計上の十分な裕度を確保する。 

 

具体的には，津波防護施設，浸水防止設備等の設計における検討事項について，以下の方針

としている。 

 

 a.各施設，設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高，波力，洗掘力，浮力等）につ

いて，入力津波から十分な余裕を考慮して設定する。 

 b.基準津波の波源の活動に伴う余震の発生の可能性を検討した上で，必要に応じて余震

による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮する。余震荷重は，基準津波の最

大水位生起の時間帯に発生する余震レベルを検討した上で，弾性設計用地震動の中か

ら設定する。 

 c.入力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰り返しの襲来による作用が津波防護機能及

び浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する。 

 

これに加え，波力による荷重の組合せの設定において，入力津波が有する水位計算に含ま

れる不確か及び各施設，設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する不

確かさを考慮する。 
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高、波力・波圧、洗掘力、浮力等）について、入力津波か

ら十分な余裕を考慮して設定すること。 

・サイトの地学的背景を踏まえ、余震の発生の可能性を検討

すること。 

・余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波によ

る荷重との組合せを考慮すること。 

・入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来に

よる作用が津波防護機能、浸水防止機能へ及ぼす影響につ

いて検討すること。 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

5.4.2 漂流物による波及的影響の検討 

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建

物・構築物、設置物等が破損、倒壊、漂流する可能性につ

いて検討すること。 

上記の検討の結果、漂流物の可能性がある場合には、防

潮堤等の津波防護施設、浸水防止設備に波及的影響を及ぼ

さないよう、漂流防止装置または津波防護施設・設備への

影響防止措置を施すこと。 

 

【津波ガイド：確認内容】 

5.4.2 漂流物による波及的影響の検討 

(1)漂流物による波及的影響の検討方針が、要求事項に適

合する方針であることを確認する。 

(2)設計方針の確認に加え、入力津波に対して津波防護機

能が十分保持できる設計がなされることの見通しを得

るため、以下の例のような具体的な方針を確認する。 

①敷地周辺の遡上解析結果等を踏まえて、敷地周辺の

陸域の建物・構築物及び海域の設置物等を網羅的に

調査した上で、敷地への津波の襲来経路及び遡上経

路並びに津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近

傍において発生する可能性のある漂流物を特定する

方針であること。なお、漂流物の特定に当たって

は、地震による損傷が漂流物の発生可能性を高める

ことを考慮する方針であること。 

②漂流防止装置、影響防止装置は、津波による波力、

漂流物の衝突による荷重との組合せを適切に考慮し

て設計する方針であること。 

 

 

漂流物による波及的影響について，津波防護施設及び浸水防止設備が漂流物による波及的

影響を受けないよう，入力津波による漂流物の衝突の衝撃に対して十分耐えうる構造とし

て設計する方針としている。 

 

具体的には，以下のとおりである。 

 

漂流物の可能性の検討及びその影響評価を実施し，その結果を踏まえ，津波防護施設，浸水

防止設備及び津波監視設備について，入力津波による波力及び漂流物の衝突力に対して十

分耐えうる構造として設計する。 

 

防潮堤（防潮扉含む。），貯留堰の設計に当たっては，漂流物として衝突する可能性のあるも

ののうち，最も重量のあるものが衝突した場合の荷重を考慮する。ただし，発電所港湾内に

停泊する燃料等輸送船については，津波警報が発表された場合において，荷役作業を中断

し，陸側作業員及び輸送物を退避させ．緊急退避する船側と退避状況に関する情報連絡を

行う手順等を整備し的確に実施することにより，漂流物にならない。また，漂流物による荷

重の設定については，津波の流速による衝突荷重の設定における不確実性を考慮し，十分

に余裕のある設計とする。 

なお，津波監視カメラについては，津波の影響（波力及び漂流物の衝突等）を受けない位置

に設置する。 

 

上記の漂流物による波及的影響への対応に当たっては，漂流物の設定に関し，以下を確認

する必要がある。 

 

 ① 発電所の敷地の周辺には多くの施設があるため，漂流物となる可能性がある設備，

建物・構築物等を網羅的に把握し，津波防護施設，浸水防止設備に影響を及ぼさない

ことを確認する必要がある。このため，取水口から半径 5 ㎞にある設備，建物・構築

物等を調査した上で，津波の流向及び地形，設置状況，緊急退避の実効性（船舶の場

合）等を勘案し，津波防護施設，浸水防止設備への影響の有無を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地周辺の漂流物へ

の対応 

 

 

 

【津波ガイド：規制基準における要求事項等】 

5.4.3 津波影響軽減施設・設備の扱い 

津波防護施設・設備の設計において津波影響軽減施設・

設備の効果を期待する場合、津波影響軽減施設・設備は、

基準津波に対して津波による影響の軽減機能が保持される

よう設計すること。 

津波影響軽減施設・設備は、次に示す事項を考慮するこ

と。 

・地震が津波影響軽減機能に及ぼす影響 

・漂流物による波及的影響 

 

【津波ガイド：確認内容】 

5.4.3 津波影響軽減施設・設備の扱い 

(1)津波影響軽減施設・設備の効果に期待する場合におけ

る当該施設・設備の検討方針が、要求事項に適合する

方針であることを確認する。 

 

津波影響軽減施設は設置しない。 
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・機能損傷モードに対応した荷重について十分な余裕を考慮

した設定 

・余震による荷重と地震による荷重の荷重組合せ 

・津波の繰り返し襲来による作用が津波影響軽減機能に及ぼ

す影響 
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